
1．は　じ　め　に

1）問題の所在と課題の設定
　本稿で問題とする米生産者直販（以下，「直販」）は，
これまで水田作経営の経営発展の過程で必然化するも
のとされてきた．実際，後述するように 1990 年代ま
で直販は拡大を続けていた．しかし 2000 年代に入り，
直販が停滞的に推移していることが様々な資料から確
認されている．大規模水田作経営の形成が各地で進展
し，また米価下落によって高収益が望める直販の意義
はますます重要になっているにもかかわらず，である．
なぜ直販は拡大の歩みを止めたのか．
　本稿の課題は，茨城県筑西市の大規模水田作経営に
対する実態調査を通じて，現局面における直販の展開
論理を明らかにすることである．そして，分析を通じ
て直販の停滞について有意義な示唆を得ることである．
2）分析視角

　これまで直販を扱ってきた研究は，水田作経営が直

面する米需要構造（以下，「需要構造」）と，直販を実
施する経営の生産力構造に注目してきた．
(1）需要構造と直販

　70 年代以降の食管制度改革による米流通自由化，
消費者の所得増大による良食味米や有機栽培米等の高
付加価値米への需要増大が，生産者によるそれらの作
付拡大と高価格販売を可能にしたというのが，需要構
造に関する 90 年代までのフレームワークであった

（註 1）．
　しかし，米流通の自由化は着実に進展しているにも
かかわらず，2000 年代以降，直販は停滞を見せてい
る．よって，需要構造の変化が水田作経営の対応にど
のような影響を与えたのかという側面から，分析を深
めていく必要性があるといえる．
(2）生産力構造と直販

　経営の生産力構造と直販の関係については，適正規
模を超えた継続的な面積規模の拡大により，主に機械
投資の側面からスケールメリット発揮の限界が訪れ，
そして収益性を改善するために直販を実施すると，こ
れまでは仮説的に議論されてきた（註 2）．
　2000 年代に入り農地流動化はさらに進展し，水田
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作経営の規模は飛躍的に拡大している．しかし，従来
のフレームワークでは直販は拡大するはずだが，実態
はそうなってはいない．一方で，90 年代後半以降の
水田高度利用政策の展開は，高度利用の取り組みへの
地域的多様性を見せつつ（註 3），水田作経営の生産
力構造を複雑なものとしている．機械投資を中心とし
たスケールメリットに議論を限定するのではなく，む
しろ作付様式，労働力構成等，経営の生産力構造全体
を問題にする必要があるといえる．
　なお，これまで需要構造と生産力構造はそれぞれ
別々に検討されてきた傾向にある．本稿では，両者の
直販との関係を整合的に考えていきたい．
3）本稿の構成

　本稿の構成は以下のとおりである．「2」では，本稿
の分析の位置づけについて需要構造と生産力構造の両
面から，時期的・地域的に整理する．「3」では，研究
対象地域である茨城県筑西市田谷川地区における水田
作経営の展開と直販の実施状況を概観する．「4」では，
直販の展開論理について需要構造については確保可能
な取引ロットと販路構成から，生産力構造については
機械装備，労働力構成，経営の収益性から検討を加え
る．「5」では，田谷川地区で現局面における典型的な
直販を実施している大規模水田作経営の事例分析を行
う．「6」では，本章で与えられた課題に対する結論を
提示する．

2．研究対象の時期的・地域的位置づけ

1）時期的位置づけ
(1）マクロ的に見た直販率の推移

　「米生産者直販」とは，一般的には「生産者が JA
を通さずに米を出荷・販売すること」（註 4）と定義
できる．しかしその内実は，どのような需要に対応す
るのか，どのような販路に販売するのかといった点に
応じて多様である．
　第 1 図は，マクロ的に推計した直販率の推移を示し
ている．同図からは，1970 年代から 90 年代にかけて
の直販率の上昇と，2000 年代以降の停滞が見てとれ
る．
　直販率の停滞は，他の資料でも示されている．農林

水産省『米穀の需給及び価格に関する基本指針（平成
20 年 3 月公表）』によると，生産者「直販数量」に

「無償譲渡」を加えたものは，01 年産 215 万トンが 06
年産では 187 万トンへ，「農協等出荷」との合計に対
する比率も 30.0％ から 26.7％ へと低下している．第
1 図とはデータソースが異なるので厳密な比較はでき
ないが，直販の停滞は傾向として定着しているといえ
よう．
　一方で拡大を見せているのが，「単協等直販」であ
る．同じく『基本指針』によると，01 年産 30～84 万
トンが 06 年産では 84～163 万トンへ，割合は 4.5～
12.7％ から 13.0～25.2％ へと拡大している．集荷段階
でのこのような動きは，単協による米販売強化が直販
に影響を与える可能性を示唆している．
(2）1990 年代までの需要構造と直販

　90 年代までの直販率上昇の要因は，繰り返しにな
るが，需要構造の側面からは消費者の所得上昇に伴う
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（註 1）　例えば，吉田（1990）を参照．
（註 2）　例えば，90 年代後半の各種アンケートを駆使した斎藤（2003）を参照．
（註 3）　制度の頻繁な変更により分析には困難が多いが，直近の状況の検討として，秋山（2011）を参照．
（註 4）　JA への出荷・販売の可否によって直販を定義することは一面的である．しかし，食管制度下における JA の圧

倒的な存在感と，それとの対抗で直販が伸びてきたという歴史的経緯を考えると，本稿のように時系列的な変化を念
頭に置く場合に，このような一般的定義を設定することの意味はいまだ失われていないといえる．

第 1図　直販率の推移
註 ：農林水産省『作物統計』『食糧統計年報』より作成．
　　以下の方法で推計した．

　① 市場供給量＝前米穀年度生産量＋年度初現在高－年度
末現在高－農家自家消費量

　② 直販量＝市場供給量－政府買入数量－自主流通米出荷
実績（～70 年産）－その他買入数量

　③直販率＝生産者直販量/市場供給量
　④ 在庫の関係上，直販率がマイナスとなる年があるので，

前後 3 カ年平均で表示した．



高付加価値米志向の高まり，制度的側面からは政府米
の売買逆ザヤの解消，特別栽培米制度導入等の食管制
度改革の進展である．その結果，生産者が高付加価値
米の作付を増やし直販を拡大することが可能になった．
それまでの血縁・地縁に基づく「縁故的直販」とは異
なる，上向展開を遂げる経営の経営戦略としての直販
の出現である．
　当時の直販の実態を先行研究から探ってみよう．91
年の千葉県での調査に基づく吉田（1992）によると，
直販実施経営ではコシヒカリや有機栽培米のような高
付加価値米を生産し，小規模な消費者グループや近隣
の零細な飲食店等に，最大でも 6 トン程度の小ロット
で販売していた．そこでは精米による販売が多いこと，
販売価格は JA 仮渡金よりも 1 割から最高 2 倍の高さ
であったことも明らかにされている．また，良食味米
地域の新潟県での調査に基づいた斎藤（1995）からも，
直販を実施している法人経営の販路は個別消費者を中
心に 300～3,500 世帯にのぼること，精米販売で JA 仮
渡金の 2 倍に達する高価格を実現していたことが確認
できる．そこでの問題点としては，精米や個別包装等
の必要性から流通コストがかさみ，高コストであるこ
とが指摘されている．
　以上の調査結果から，当時の直販は第 1 に高付加価
値米を，第 2 に個別の消費者を中心に販売し，第 3 に
流通コストを中心に高コストである，「小ロット直販」
とすることができよう．そして，高コストを支えてい
たのは JA 価格を大きく上回る高価格販売であった．
(3）2000 年代以降の需要構造と直販

　90 年代末から 2000 年代にかけて，需要構造は大き
く変化する．
　97 年金融危機を契機とした経済停滞と雇用調整の
進展は，消費者の所得低下と低価格米志向を深化させ
た．低価格米志向の深化は米の中食・外食消費の拡大
へとつながり，中食・外食消費率は 98 年の 35.3％ か
ら，07 年には 41.6％ まで上昇した（註 5）．
　中食・外食消費の増大に対して，中食・外食産業は

以下のように応えた．第 1 に，米をより多く使う日本
料理や中国料理，韓国料理に比重を置いた出店である

（註 6）．第 2 に，チェーン展開による企業規模の大規
模化である．
　後者について，第 1 表は総務省『事業所・企業統
計』から外食業者を代表して「一般飲食店」を取りだ
し，資本金規模別に 96 年から 06 年にかけての変化を
見たものである．統計の産業分類上の制約のため，中
食業者については代表できるデータが得られなかった．
まず同表から，資本金規模の小さい 5,000 万円以下の
層の企業数の減少と，10 億円以上の層の増加がわか
る．さらに，複数事業所企業の 1 企業当たり事業所数
が平均で 38.5％，50 億円以上層で 97.0％ 増加してい
ることも確認できる．つまり，この間大規模な業者が
チェーン展開を進めて企業規模を拡大し，小規模・零
細な業者が駆逐されてきたのである．企業規模の拡大
は，チェーン店で主流である本部一括仕入れの下では
取引ロットを大規模化する．同表から直接わかるわけ
ではないが，米の取引ロットも大規模化したと考える
のが一般的だろう．取引ロットの大規模化は，スケー
ルメリットの発揮により流通コストを削減させ，消費
者への低価格での供給を可能にする（註 7）．
　一方で，以上のような一般的な傾向の中でも具体的
な取引ロットは多様性を維持している点に注意が必要
である．再び第 1 表を見ると，中小企業（註 8）であ
る 300～500 万円層，3,000～5,000 万円層でのチェー
ン展開の相対的な活発さがわかる．複数事業所企業に
おいて両層は企業数，事業所数ともに増加させ，1 企
業当たり事業所数も後者は 27.6％ 増加と，1～10 億円
層，50 億円以上層に次いで増加率が大きくなってい
る．300～500 万円層は 1 企業当たり事業所数が 2.7，
3,000～5,000 万円層は 9.4 と，小規模なチェーン展開
を見せている．そして，小規模な外食業者ほど単協や
卸ではなく，生産者からの直接仕入れが多くなってい
ることは先行研究でも指摘されている（註 9）．以上
をまとめると，中小規模の外食業者のチェーン展開が，
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（註 5）　詳しくは，西川（2008：p. 41～44）を参照．中食・外食消費率は，前掲『基本指針（平成 18 年 11 月）』にあっ
た計算方法をもとに，総人口から農家人口を差し引いた消費人口を求め算出した．なお，中食・外食消費拡大の要因
として女性の社会進出を否定するわけではない．ただ，90 年代後半以降は低価格志向が重要な要因として浮上して
きたということである．鎌田（2010：p. 56～57）も合わせて参照．

（註 6）　谷口（2004：p. 85）を参照．
（註 7）　取引価格の低下と取引ロットの大規模化には相関関係がある．業務用需要のニーズを分析した，薬師寺

（1998：p. 80～81）を参照．
（註 8）　中小企業基本法では，サービス業で常時使用する従業員 100 人以下，資本金もしくは出資金額が 5,000 万円以

下の企業を中小企業としている．



生産者レベルで確保可能な取引ロットにより，生産者
が業務用需要へ対応することを可能にしていることが
示唆されるのである．
　中食・外食業者のニーズは，家庭用米の場合とは異
なる．業務用への需要が大きい北海道産米について検
討した仁平他（2007）によると，業務用米は商品に応
じた品質特性とともに安定・低価格供給が求められ，
大ロットで取引される性質があるとされている．
　近年の研究でも，上述の変化を反映した実態が明ら
かにされつつある．福岡県でのアンケート分析による
福田（2010），これまでは高付加価値米の個別消費者
への販売が中心とされてきた北陸を対象とした宮武

（2011）のいずれも，「多く売れる」「安定して量を売
る」という量的な要因から中食・外食業者への販売が
増加していることを明らかにしている．90 年代の

「小ロット直販」と対比するなら，2000 年代の直販は
「大ロット直販」と呼べるような性格を持つといえる
のである（註 10）．
2）地域的位置づけ
(1）需要構造と茨城県産コシヒカリ

　茨城県の主力品種であるコシヒカリは，平均的な価
格形成をする銘柄である．農林水産省「平成 21 年産
米の相対取引価格」では，全銘柄平均 14,470 円/60 kg
に対して茨城県産コシヒカリは14,388円/60 kgとなっ
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第 1表　一般飲食店の資本金規模別チェーン展開の状況

企業数
単一

事業所
企業

複数事業所企業

企業数 事業
所数

事業所数/
企業数

2006 年

計 48,370 41,032 7,338 61,032 8.3

300 万円未満 1,375 1,308 67 163 2.4
300～500 万円 28,212 25,625 2,587 7,066 2.7

500～1,000 万円 7,027 6,191 836 2,385 2.9
1,000～3,000 万円 10,120 7,333 2,787 13,168 4.7
3,000～5,000 万円 794 378 416 3,897 9.4

5,000～1 億円 519 191 362 5,548 15.3
1～10 億円 261 3 224 14,094 62.9

10～50 億円 42 2 40 5,441 136.0
50 億円以上 20 1 19 9,270 487.9

変化率
（96～06年）

計 － 11.6% － 12.8% － 4.8% 31.8% 38.5%

300 万円未満 － 23.3% － 21.5% － 46.8% － 47.1% － 0.5%
300～500 万円 － 4.3% － 6.1% 17.6% 25.0% 6.2%

500～1,000 万円 － 20.2% － 20.4% － 19.0% － 15.2% 4.7%
1,000～3,000 万円 － 21.9% － 22.6% － 19.9% － 18.7% 1.5%
3,000～5,000 万円 － 12.1% － 31.0% 17.2% 49.5% 27.6%

5,000～1 億円 8.6% － 9.0% 35.1% 22.0% － 9.7%
1～10 億円 － 9.4% － 96.5% 10.9% 134.9% 111.8%

10～50 億円 31.3% 100.0% 29.0% 29.0% － 0.1%
50 億円以上 17.6% 0.0% 18.8% 134.0% 97.0%

註：1） 総務省『事業所・企業統計』（会社企業・名寄せ統計）より作成．会社企業で名寄
せ可能であった事業所のみを集計対象としているので，全事業所を網羅していな
い．

　　2） 300～500 万円層，および 3,000～5,000 万円層の注目すべき値について網かけを施
した．

（註 9）　冬木（2003：p. 183）を参照．
（註10）　高付加価値化戦略の採用が困難になった生産サイドの要因として，そのような手段が「デファクトスタンダー

ド化」したとする小野（2008）の指摘も重要である．



ており，高付加価値米という範疇には含まれない．
　また，茨城県産コシヒカリは業務用需要としての
ニーズが大きいことも特徴である．農林水産省『平成
19 年度　外食事業者等に対する米の仕入動向等アン
ケート』によると，回答 194 業者のうち 37.7％ がコ
シヒカリを仕入れ，その中で茨城県産は 8.2％ と第 4
位になっている．また，ブレンド米を仕入れている
168 業者のうち 24.2％ がコシヒカリを原料米として仕
入れ，その中で茨城県産は 11.4％ と第 3 位である．
　茨城県における直販は高付加価値米ではなく，価格
を抑制しつつ業務用需要へ適応するという形で展開す
る可能性が示唆されるのである．需要構造の観点から，
研究対象地域が現局面において持つ典型的性格が指摘
できよう．
(2）経営が直面する需要の地理的性格

　関東・東山，および茨城県はヤミ米地帯としての伝
統からもともと直販率が高く，そして現在も高い．再
び第 1 図を見ると，2005 年で全国平均に比べて茨城
県は 17 ポイントも高い．大消費地東京の近くである
当地域の生産者にとって，JA 以外の出荷先は相対的
に確保が容易であるといえる．また，茨城県の場合，
直販率の低下が明瞭であることも指摘できる．現局面
における直販を分析する本稿の課題に適合的な地域で
ある．
　一方で，本稿で対象とする茨城県筑西市の場合，地
場需要への期待はあまりできない．筑西市は県西地方
に位置し，東京および水戸へは高速道路を利用して 
1～2 時間程度である．2011 年現在の人口は 11 万人余
りであるが，農村部であるため縁故的な贈与・販売が
多いことが予想される．また中食・外食業者の展開も
活発とはいえない．『事業所・企業統計』（06 年）の

「一般飲食店」「料理品小売業」事業所数を，『国勢調
査』（05 年）の人口で割って 1,000 人当たり事業所数

を算出すると，それぞれ全国平均 0.33，0.43 に対して，
筑西市は 0.31，0.32 となっている．また観光資源に恵
まれているわけではなく，同じく「宿泊業」では 0.50
に対して 0.30 と，そちらの方からの需要も期待でき
ない．交通の便は悪くないこともあり，地場需要以外
へ販路を拡大していくことが必要な地域といえる．そ
の結果として，地場の零細な業者ではなく，東京を中
心として取引ロットが相対的に大きい業者への販売が
多くなることは，本稿の検討で明らかにされる点であ
る．その点からも，本稿の事例は需要構造の観点から
典型的なものと見ることができよう．
(3）地域農業の性格

　直販は，実施する主体に応じて個別経営が行うもの
と，農地流動化が進展しない中で取引ロットの不足を
補うために，複数経営が販売組織を設立するものとに
分類できる（註 11）．本稿では経営の生産力構造が直
販行動に与える影響に焦点を当てるので，農地流動化
と個別経営の大規模化が進展している地域の事例が対
象として望ましい．
　北関東では，2000 年代以降に転作受委託を含めた
農地流動化が急進展していることが，これまで明らか
にされている．本稿で対象とする茨城県筑西市でも，
転作受委託および利用権設定による農地流動化と大規
模経営の形成が進展している（註 12）．当地域を研究
対象とする場合は，稲作だけではなく麦・大豆も含め
た動きを問題とする必要がある．つまり，経営の生産
力構造の観点から，本稿の結論には地域的な限定がつ
くことになる（註 13，14）．

3．研究対象地域の概況と直販の実施状況

1）茨城県筑西市田谷川地区の農業構造の概況
　筑西市田谷川地区は，田谷川土地改良区管内
539 ha，水田面積で 497 ha の平場水田地域である．
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（註 11）　齋藤（2008：p. 226）を参考にした．
（註 12）　北関東は安藤（2005）を，田谷川地区は西川（2009：p. 329～349）を参照．
（註 13）　以上の筑西市の地域的位置づけは，良食味米地域で個別消費者を主に対象として直販を実施し，また水田単

作的な経営発展を遂げてきた北陸と対照的である．しかし，宮武（2011）によって直販の業務用需要への傾斜が現在
は北陸でも見られることが明らかにされていることは先述した．一方で，生産力構造との関係については，同じく宮
武（2011）が筆者と近い問題意識で実態解明を試みているが，必ずしも明瞭になったとはいえないように思われる．
なお，これまでの直販研究は良食味米地域とされる北陸を高付加価値化のモデルとして行われてきた傾向が強い．し
かし，高付加価値化の意味が以前より低下した現在，これまでのように北陸の事例を一般化することは難しいように
思われる．

（註 14）　本章では，生産力構造の観点からの時期的位置づけを行わなかった．梅本（2008：p. ｉ～ⅱ）が指摘するよ
うに，1970 年代から 80 年代にかけて稲作中型機械化体系が成立して以降，水田農業の生産力段階に基本的な変化は
ないと筆者も考えているからである．



圃場整備は 30 a 区画を中心に既に完了し，機械作業
に支障はない．コシヒカリが米作付の 9 割以上を占め，
3 年に 1 回のブロックローテーションによって，3 年
4 作（稲─稲─麦・大豆）の作付体系が確立されている．
　1990 年代後半は転作受委託で，近年は利用権設定
によって急速に農地流動化が進展しており，利用権設
定を中心とした通年貸借地率は 2008 年で 43.8％ に達
する．担い手の連絡組織として，93 年に設立された
田谷川協業組合のメンバーである 15 経営への農地集
積率は 39.7％，転作受託を加えると 5 割以上になる．
　田谷川地区を管内とする JA 北つくばは，集荷率は
08 年産で 4 割弱にとどまるが，全農を通さない米の
独自販売に積極的に取り組んでいる（註 15）．買取方
式により 08 年産では集荷量 19,000 トンの 7 割が独自
販売に向けられた．また，品質の整った米を大量に確
保するため，資材を統一した米（以下，「資材統一
米」）の作付を水田・畑作経営所得安定対策に対応し
て設立された集落営農組織を中心に拡大している．
2）田谷川協業組合メンバーの類型化と経営概況

　田谷川協業組合の 15 経営は，前章で整理した直販
の性格に応じて第 2 表のように，【Ⅰ類型：大ロット

直販経営，1 経営】，【Ⅱ類型：小ロット直販経営，2
経営】，【Ⅲ類型：縁故的直販経営，4 経営】，【Ⅳ類
型：直販未実施経営，8 経営】に類型化できる．第 3
表は各経営の経営概況を，第 4 表は米販売と稲作付の
状況を，第 5 表は直販の販路・価格と販売開始の経緯
を，第 6 表は機械体系を示している．
(1）大ロット直販経営

　A 経営のみの 1 経営である．米販売は直販が主力
であり，07 年産では販売額の 32.9％，09 年産では後
掲第 8 表のように，92.6％ にまで上昇している．販路
は中食・外食業者への 10 トンを超える大ロットでの
ものであり，現局面における直販の典型例である．総
経 営 面 積（ 総 作 付 面 積＋ 稲 作 作 業 受 託 面 積） は
107.5 ha に達する．労働力は家族労働力の枠を超えて，
常雇 4 人，臨時雇 4 人を導入している．田植機は 2 台

（8 条植 1 台），自脱型コンバイン 4 台（5 条刈以上 3
台）と，大型機械を複数セットで導入している．よっ
て，A 経営の機械体系は大型複数体系（註 16）とす
ることができよう．なお，A 経営は JA ライスセン
ターを利用しているために乾燥機は少ない．04 年に
法人化し，有限会社となっている．今回の分析対象経
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第 2表　各類型の性格

類型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

経営数 1 2 4 8

直販

直販の形態 大ロット直販 小ロット直販 縁故的直販 直販未実施

販路 中食・外食業者 個別消費者
零細飲食店 集荷業者 ─

開始時期 2000 年代中頃 90 年代～
00 年代初頭 相当前 ─

直販率 32.9% 25.0% 34.5%（14.1%） 0.0%

生産力構造

企業形態 法人（有限会社） 家族経営 家族経営 家族経営
総経営面積 107.5 ha 61.8 ha 12.9 ha 17.9 ha
経営主 管理労働 生産労働 生産労働 生産労働
雇用導入 常雇 一部臨時雇 なし ⅡかⅢと同じ
機械体系 大型複数体系 中大型体系 中型 1 台体系 ⅡかⅢと同じ

註： 直販率と総経営面積は，各類型の平均値を示す．直販率について，Ⅲの括弧内の数字は第 3
表の L 経営を除いた値である．

（註 15）　詳しくは，西川（2009：p. 317～329）を参照．
（註 16）　本稿では，梅本（1997：p. 78～89）による「中型 1 台体系」「中大型複数体系」「複数体系」の定義を踏まえ，

当地区の実態に適合する形で以下のように定義する．「中型 1 台体系」：中型機械である 50ps 未満トラクター，6 条
植以下田植機，4 条刈以下自脱型コンバインの 1 台導入．「中大型体系」：大型機械である 8 条植田植機，5 条刈以上
自脱型コンバインの 1 台導入，50 ps 以上トラクター・乾燥機の複数台数導入．「大型複数体系」：田植機・自脱型コ
ンバインを含めて大型の主要機械の複数台数導入．
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第 3表　田谷川協業組合メンバーの経営概況と類型化
（単位：歳，人，ha）

類型

労働力 経営耕地面積 作付面積
稲作作
業受託
面積

総経営
面積経営主

年齢 家族 常雇 臨時雇
うちオ
ペレー
ター

合計 うち
水田 合計 うち

稲

A Ⅰ 53 3 4  4 5 47.6 39.2 105.4 28.5 2.1 107.5
B Ⅱ 59 3 0  3 3 39.9 26.3 66.8 18.5 2.0  68.8
C Ⅱ 52 4 0  0 2 29.6 28.1 51.2 22.5 3.7  54.8
D Ⅳ 39 4 0  0 2 23.8 16.1 36.8 15.7 5.3  42.1
E Ⅳ 67 3 0 10 2 23.0 22.5 29.0 16.4 3.0  32.0
F Ⅳ 75・74 4 0  3 2 18.8 18.4 25.8 12.5 0.0  25.8
G Ⅳ 71 3 0  0 2 16.9 10.9 26.0 8.0 0.0  26.0
H Ⅲ 52 2 0  0 2 13.4 7.9 25.6 5.8 2.9  28.5
I Ⅳ 62 2 0  0 1 9.0 5.4 8.5 3.7 0.0   8.5
J Ⅲ 55 3 0  0 2 8.4 8.1 10.9 5.8 0.3  11.2
K Ⅳ 77 3 0  0 2 5.7 3.9 5.7 3.9 0.0   5.7
L Ⅲ 59 2 0  0 1 5.5 5.5 5.9 3.8 1.0   6.9
M Ⅲ 42 3 0  0 1 4.5 3.2 5.1 3.0 0.0   5.1
N Ⅳ 76 3 0  0 1 1.8 1.8 1.8 1.0 0.0   1.8
O Ⅳ 79 3 0  0 1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0   1.2

註： 各経営への聞き取り調査，JA 北つくばおよび田谷川土地改良区提供の資料より作成．データは，
G 経営のみ 07 年（06 年産），その他は 08 年（07 年産）である．F 経営は 2 戸協業経営の形態を
とっているので，経営主年齢に 2 人の年齢を表記している．常雇・臨時雇の区分，経営耕地面積，
作付面積の定義は，農林水産省『2010 年農林業センサス』に準じている．臨時雇は人数で示した
ために E 経営の値が大きくなっているが，田植に集中しているので日数的には A 経営を大きく
下回る．稲作作業受託面積＝（耕起＋田植＋収穫）/3．総経営面積＝作付面積＋稲作作業受託面積．

第 4表　各類型の米販売と稲作付の状況
（単位：万円，ha，トン）

類型

米販売の状況 稲作付
06～08 年産推計 

確保可能 
取引ロット

集落営農
組織への
参加率販売額

生産者直販 作付
面積

資材統一米
の作付率販売額 割合

Ⅰ 2,371.3 780.0 32.9% 28.5  0.0% 94.7  0.0%
Ⅱ 1,110.0 277.4 25.0% 20.5 35.6% 67.2 50.0%
Ⅲ 314.0 108.5 34.5%  4.6 55.5% 18.6 50.0%

　Ⅲ́ 319.0 44.9 14.1%  4.9 70.7% 20.0 75.0%
Ⅳ 485.0 0.0 0.0%  7.8 69.9% 27.4 37.5%

註： 資料は，第 3 表と同じ．各類型の平均値を示している．Ⅲ́ は，Ⅲ類型から L
経営を除いた値．生産者直販の割合は金額ベース，資材統一米等の作付率は面
積ベース．06～08 年産推計確保可能取引ロットは，田谷川協業組合『平成 20
年度　生産性限界打破モデル実践成績書』による水稲移植栽培反収 540 kg/
10 a に 3 カ年平均米作付面積を掛け合わせ，2 俵＝ 120 kg で計算した水田小作
料を差し引いて求めた．G 経営のみ 1 年分しかデータが取れなかったので外し
た．Ⅰ類型の値は 07 年産のものなので，09 年産のデータを示した後掲第 9 表
とは一致しない．第 5 表も同様である．



営で法人化しているのは，A 経営のみである．
(2）小ロット直販経営

　B 経営と C 経営の 2 経営である．米販売は JA への
出荷が主体で，直販は類型で金額ベース 25.0％，資材
統一米の作付率は 35.6％ である．販路は，零細な飲
食店や自営の直売所で，販売価格は高いが販売量は小
口である．直販と JA 出荷を使い分けているといえる．
C 経営は集落営農組織（註 17）にも参加している．
　総経営面積は B 経営 68.8 ha，C 経営 54.8 ha と，A
経営に次ぐ規模である．労働力は，B 経営が農繁期に
臨時雇を若干日数導入する以外は家族労働力で賄って

いる．機械体系は中・大型機械が混在し，類型で田植
機 1 台（0.5 台），自脱型コンバインは 1.5 台（1.5 台）
と，複数台数とはなっていない．よって機械体系は，
中大型体系とする．
(3）縁故的直販経営

　縁故的な販路を中心に直販を実施している経営であ
る．経営主が集荷業者に勤務している L 経営（註 18）
を除いたⅢ́ で見ると（第 4 表），直販規模も小さく，
直販率は 14.1％ にとどまる．資材統一米の作付率は
高く，類型で 55.5％（Ⅲ́ で 70.7％）に達し，集落営
農への加入率も 50.0％（75.0％）である．
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第 5表　米生産者直販の販路・価格と販売開始の経緯
（単位：円 /60 kg，トン）

類型 販売先 価格 販売量
米販売額
に占める

割合
開始時期 開始の理由・経緯

A Ⅰ

外食産業
（東京） 玄米 14,000 18.0 17.7% 2007 年 JA 価格の下落

外食チェーン
（東京） 精米 18,000 12.0 15.2% 2007 年 JA 価格の下落

B Ⅱ

酒造業者
（市内） 酒米 14,000～17,500 5.5 14.8% 2003 年 価格の高さ・安定性

（以前は JA が仲介）
蕎麦屋

（名古屋） 精米 23,700 1.5 5.8% 2004 年頃 価格の高さ

レストラン
（市内） 玄米 16,800 1.2 3.3% 2000 年頃 価格の高さ

C Ⅱ

自営直売所 米ぬか米 20,000～30,000 2.3 8.1% 2003 年頃 作り方へのこだわり
自営直売所 有機米 20,000 4.2 12.6% 1998 年以前 作り方へのこだわり
製粉業者 もち米 12,000 2.1 3.5% 2000 年頃 つきあい
地主へ直販 JA 価格と同じ 1.2 1.7% かなり以前 つきあい

H Ⅲ 近所の人 玄米 14,000 0.6 3.5% 父の代から つきあい

J Ⅲ 集荷業者
（市内） JA 価格と同じ 0.9 5.8% 2005 年頃 つきあい

L Ⅲ
集荷業者

（市内） JA 価格と同じ 15.5 83.6% 1990 年頃 経営主が集荷業者勤務

消費者 玄米 14,000 2.1 16.4% 2000 年頃 つきあい

M Ⅲ 米小売業者
（市内） JA 価格と同じ 3.0 37.4% 父の代から つきあい

註：資料は，第 3 表と同じ．07 年産の JA 価格は，年内価格（仮渡金＋年内追加払い）で 13,000 円/60 kg である．

（註 17）　当地区の集落営農組織は，いわゆる「枝番方式」によるものであり，参加しても個別経営の自立性が失われ
るわけではない．詳しくは，西川（2010：p. 67～69）を参照．

（註 18）　J・L 経営の場合は集荷業者への販売委託であり，厳密な意味での直販ではない．しかし，本稿での直販の定
義，またその業者は地域で JA とトラブルを抱えた農家の避難所として長年存在してきたことから，縁故的直販の範
疇に入れた．



　総経営面積は最大で 28.5 ha，最小で 5.1 ha にとど
まる．機械体系は全ての類型の中で最も小さく，田植
機 1.0 台（0.3 台），自脱型コンバイン 1.0 台（0.5 台）
である．機械体系は，中型 1 台体系とすることができ
よう．
(4）直販未実施経営

　直販を全くしていない経営である．総経営面積は
42.1 ha から 1.2 ha まで多様である．総経営面積が
20 ha を上回る経営が全く直販をしていない理由は，
経営主の多くの年齢が 60 代後半から 70 代に達し，新
しい販路開拓に消極的であるためと思われる．一方で
資材統一米への作付率は高く，69.9％ となっている．

4．直販の展開論理

1）直販開始時期と需要構造
(1） 確保可能な取引ロットの格差─Ⅰ・Ⅱ類型とⅢ
類型の違い─

　直販を開始する前提条件として，各経営が確保でき
る取引ロットの大きさがある．第 4 表によると，米作
付面積に規定されてそれぞれ 94.7 トン，67.2 トンを
確保できるⅠ，Ⅱ類型と，18.6 トンしか確保できない
Ⅲ類型には大きな格差がある．一定の取引ロットを確
保して大量販売が可能なⅠ・Ⅱ類型に対して，Ⅲ類型
は縁故的直販以外の販路開拓が困難であり，メリット
も少ない．Ⅲ類型の確保可能取引ロットは，A 経営
の販路 1 つぶん程度にしかならない．同じく第 4 表で
は，Ⅰ→Ⅱ→Ⅲと確保可能取引ロットが減少していく
につれて直販割合は低下し，資材統一米作付率は上昇
するという明瞭な対照性が確認できる．そして取引
ロットの小さな経営は，独自販売を強化している JA
に組織化されていくのである．

(2） 直販開始時期の違いによる直販の性格の違い─
Ⅰ類型とⅡ類型の違い─

　Ⅰ類型とⅡ類型では直販の性格が異なるが，それを
直接的に規定しているのが直販開始時期の違いである．
　第 5 表によると，1990 年代から 2000 年代初頭に販
路を開拓した B・C 経営では，JA 価格を 3 割から最
高 2 倍程度まで上回る販売価格と，大きくても 6 トン
程度までの零細な販路へ販売していることがわかる．
零細販路への販売であったために JA 出荷との両立が
可能であった．また C 経営の場合，自営の直売所で
の販売が中心だったので，地場需要の狭隘性から販売
が大きくは伸びなかった点も指摘できる．
　一方で，07 年から直販を開始した A 経営は，大消
費地である東京の外食業者へ，価格を抑えつつ 10 ト
ン以上の大量販売をしている．大量販売が中心であっ
たために，JA 出荷との両立は不可能だった．なお，
外食チェーンへの販売価格は精米で 18,000 円/60 kg
と 高 い が， 後 掲 第 9 表 で は，09 年 産 で は 玄 米 で
14,500 円/60 kg まで価格を下げている．Ⅰ類型とⅡ
類型では，直販開始時に直面した需要構造が異なった
のである．
　では，なぜ B・C 経営は新たに地域外の中食・外食
業者への大量出荷に踏み切らないのか．そこでⅠ類型
とⅡ類型を分ける生産力構造が問題となってくる．
2）各類型の生産力構造と直販の関係
(1） 急激な規模拡大と作物交替時の労働ピークの形
成

　2000 年代に入って，A 経営の規模拡大のスピード
は，転作受託による増加を含みつつ急速なものであっ
た．水田経営耕地面積の増加を見た第 7 表によると，
Ⅱ類型も 00 年から 08 年にかけて 17.1 ha（年平均
1.9 ha）の増加であったが，Ⅰ類型は同期間に 27.3 ha
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第 6表　各類型の機械体系

類型

トラクター 田植機 自脱型コンバイン 乾燥機

合計 
ps

台数
合計
条植

台数
合計
条刈

台数
合計
石数 台数

計 50 ps
以上 計 8 条植

以上 計 5 条刈
以上

Ⅰ 360.0 7.0 4.0 14.0 2.0 1.0 19.0 4.0 3.0 65.0 2.0
Ⅱ 312.0 4.0 3.0 6.5 1.0 0.5 8.0 1.5 1.5 252.0 4.5
Ⅲ 54.3 1.3 0.7 6.7 1.0 0.3 4.3 1.0 0.3 63.0 1.7
Ⅳ 161.6 2.9 0.8 6.4 1.0 0.3 5.9 1.3 0.5 86.0 2.0

　Ⅳ́ 220.5 3.8 2.5 7.0 1.0 0.5 6.8 1.3 1.0 141.3 3.0

註： 資料は，第 3 表と同じ．各類型の平均値を示している．Ⅳ́ はⅣ類型のうち，
総経営面積が 20 ha 以上の経営．J 経営は田植機以外の機械を協業組織で共有
しているので，Ⅲ類型に含めていない．



（3.0 ha）と，それを上回るスピードで規模拡大が進
展した．
　麦・大豆を含んだ形での規模拡大は，春・秋の作物
交替時に労働ピークを形成させる．春は 4 月の水稲播
種に始まり，5 月田植，6 月麦刈，7 月大豆播種と作
業が連続し，秋は 9 月中旬～10 月中旬に稲刈，11 月
中旬まで麦播種，12 月いっぱい大豆播種と続く．そ
の中でも特に春の農繁期は厳しい労働ピークを形成す
る．A 経営の場合を見た第 2 図によると，6 月から 7
月にかけては梅雨の影響で作業ができる日が限定され
る．その時期はちょうど田植から麦刈へ，麦刈から大
豆播種へ作業が切り替わる時期であるが，雨天のため
に作業ができない日が多く発生している．そのために，
適期作業遂行のために天候のいい日の労働時間が長く
なり，1 人当たり 10 時間を超える日もあるそうである．
労働ピークの形成はⅡ類型でも見られるが，規模拡大
が急速に進んだⅠ類型で，より厳しく発現する．
　以上の問題に対して，第 1 に経営者による農作業の
精緻な「段取り」が求められる．特に当地区の場合は，
3 年に 1 回のブロックローテーションを実施している
ので毎年作付圃場の位置も変わり，重要性は高い．し
かし，これは後述の経営管理労働の個所に位置づけら
れる問題である．第 2 に，適期内で作業を完遂するた
めに機械装備の大型複数体系への移行が求められる．
(2）機械装備の大型複数体系への移行と雇用導入

　大型複数体系への移行に伴い，2 セット目の機械を
動かすためには雇用の導入が必要になる．一方で，当
地区では麦・大豆を含めて規模を拡大していくので周
年就業が可能になり，常雇での導入が可能になる．機
械装備の大型複数体系への移行，常雇を中心とした雇

用労働力の導入，そして経営管理労働の独立，これら
の点がⅠ類型とⅡ類型の生産力構造上の決定的な差で
ある．
　先行研究の分析視角によると，規模と対応して機械
の有効利用が図られているかという点が問題になる．
第 3 図は田谷川協業組合のメンバーについて，ブロッ
クローテーションの実施を考慮に入れ，横軸に 3 年平
均の作業面積，縦軸に 3 年平均の性能単位当たり作業
面積を作業毎にプロットしたものである．トラクター
は耕起，田植機は田植，自脱型コンバインは刈取に対
応させている．作業面積は各経営の実態に合わせ，作
付面積と作業受託面積を足し合わせた．例えば刈取に
関しては，自脱型コンバインで稲刈と麦刈を両方実施
している経営と，稲刈しかしていない経営があるが，
それも経営毎に反映させた．ここでは，性能単位当た
り作業面積が大きくなるほど機械の有効利用が図られ
ているとする（註 19）．
　同図からはまず，稲作以外でも利用できるトラク
ターについて，R2 の値は 0.46 程度でやや小さいが，
二次曲線が計測の範囲内では最後まで右上がりになっ
ていることがわかる．つまり，作業面積が大きくなれ
ばなるほど，機械の有効利用が図られているのである．
一方で，稲作のみの田植機，一部で麦刈にも利用して
いる自脱型コンバインは，作業面積が 20 ha を超える
といずれも二次曲線が屈折している．R2 の値も 0.8 以
上と高い．屈折はいずれも A 経営のところで発生し
ており，A 経営ではⅡ類型の経営と比べ，作業面積
に比してこれら機械の稼働状況が低下している．逆に
いうと，機械の有効利用の余地があることを示してい
る．
　続いて雇用導入の影響を検討しよう．第 4 図は，経
営の主幹的な労働力数をオペレーター数に代表させ，
オペレーター 1 人当たり水田経営耕地面積の推移を見
たものである．家族労働力の数にオペレーター数が規
定されるⅡ類型は，02 年に B 経営で，03 年に C 経営
で長男が就農したので値が低下したが，それ以降は増
大している．06 年にはⅠ類型を上回り，08 年には
10.9 ha に達して家族労働力に相当の負荷が生じてい
ることが示唆される．一方で，A 経営は 04 年に
10.7 ha に急上昇した後，05 年に臨時雇（180 日程度
出勤の準常雇的存在）で，06 年には長男の就農で，
08 年には常雇でオペレーターを増やし，06 年以降は
値が安定的に推移している．以上の動きは，オペレー
ターと水田経営耕地面積の比率が安定的になり，今後
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第 7表　各類型の水田経営耕地面積増加の推移
（単位：ha）

類型
水田経営 02～08 年

増減面積
年平均

増減面積2000 年 08 年

Ⅰ 11.9 39.2 27.3 3.0
Ⅱ 10.1 27.2 17.1 1.9
Ⅲ  4.3  6.2  1.9 0.2
Ⅳ  6.9 10.0  3.2 0.4

註： 資料は，第 3 表と同じ．各類型の平均値を示
している．自作地と通年賃貸借をしている水
田・陸田について示している．ただし，陸田
はごくわずかである．

（註 19）　以上の分析手法は，梅本（1997：p. 67～71）を参考にした．



25現局面における米生産者直販の展開論理

第 2図　A 経営の春農繁期における労働時間の推移（09 年）
註：A 経営提供の資料より作成．

第 3図　作業面積と各機械の性能単位当たり作業面積の関係（06～08 年平均）
註： 資料は，第 3 表と同じ．協業組織を運営している J 経営は，田植のみ表示した． 

1 年分しかデータがとれなかった G 経営は外した．また，A 経営の位置について
は図中で明記した．近似曲線は，いずれも二次曲線で統一している．田植，刈取
は二次項の p 値はいずれも 0.1 以下であり，統計的に有意である．耕起については
二次項のパラメーターは非常に小さく，統計的にも有意ではないが，観測値の範
囲内では作業面積が大きくなるほど機械の有効利用度が高くなっているという本
文内での指摘に沿う動きである．



も規模拡大とともに雇用が増えていくことを示唆して
いる（註 20）．
　以上の状況からは，A 経営の規模拡大が労働力の
側面からも可能になる一方で，常雇の数が増えていく
につれて給与支払いが重荷になることが示唆される．
総経営面積 10 a 当たりの生産原価，減価償却費，労
務費を示した第 5 図によると，A 経営は減価償却費
の低下が限界に突き当たる中で労務費負担は重くなり，
生産原価は他の経営に対して優位性を発揮していない
ことがわかる．
(3）経営管理労働の独立

　雇用導入の拡大により生産部面は雇用や他の家族労
働力に任せることになり，結果的に A 経営では経営
主の経営管理労働への専念をもたらした（註 21）．
　それにより，第 1 に先述した「段取り」の精緻化が
可能になる．そして第 2 に，経営主は本格的なマーケ
ティング活動が可能になった．後述するような様々な
マーケティング活動を通じて，A 経営では販売額の 9
割を直販することが可能になったのである．
(4）小括

　ここまでの検討から，生産力構造と直販の関係につ
いて，以下のようにまとめることができよう．Ⅰ類型
では麦・大豆を含んだ急速な規模拡大により，機械装
備の大型複数体系への移行と，常雇を中心とした雇用
の導入が進んだ．そこで発生した生産力構造上の変化

は，第 1 に機械の有効利用の余地の発生である．規模
に対応した常雇の導入もあって，それは機械の有効利
用を図るための規模拡大を促し，さらなる取引ロット
の確保を可能とする．その結果，中食・外食業者への
余裕を持った対応が可能になり，今後も直販の拡大が
可能になる．第 2 に，機械の稼働状況が以前より低下
する中での労務費負担の増大は，収益性を改善するた
め直販の拡大を必要とさせる．第 3 に，経営管理労働
の独立によりマーケティング活動を充実することがで
きる．つまり，生産力構造の高度化が直販を可能にす
るとともに必要とするのである．
　一方でⅡ類型は，Ⅰ類型よりも規模拡大のスピード
が遅かったので，まだそのような生産力構造になって
いない．実は，Ⅱ類型は第 6 表でⅣ́ とした，Ⅳ類型
の総経営面積 20 ha 以上経営と比べると，経営主の年
齢以外は労働力構成も機械体系も大きな差はないこと
がわかる．そして，所与の機械装備と労働力を限界近
くまで稼働させているⅡ類型の経営は，規模拡大の余
地を失いつつある．B・C 経営ともに，現在の経営耕
地面積と比べて 1 割程度の拡大が限界であろうという
ことである．B・C 経営も，これ以上規模拡大が進展
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第 4図　 各類型のオペレーター 1 人当たり水田経営 
耕地面積の推移

註： 資料は，第 3 表と同じ．各類型の平均値の動きを示して
いる．

第 5図　各経営の総経営面積当たり生産原価の比較
註： 各経営提供の収支資料，農林水産省『営農類型別経営統

計（個別経営・水田作）』より作成．06～08 年の収集で
きる資料の限りで計算した．都府県平均は 06～07 年の

「作付延べ面積 20 ha 以上経営」．生産原価＝材料費＋雇
用労賃＋経費＋地代家賃．法人経営である A 経営とそ
の他の家族経営を比較するため，A 経営は役員報酬と家
族への支払給与を，その他の経営は専従者給与を，つま
り自家労賃部分を除いて計算した．

（註 20）　A 経営が最初に常雇を導入したのは，経営主が病気を患った 1995 年である．それ自体は突発的であるが，
2000 年代以降は先述のように，経営発展の過程として説明できる．

（註 21）　ただし，農繁期に人手が足りない場合は，経営主も機械を操作することがある．



する場合は常雇の導入を検討するとしているが，安定
的な雇用機会を現時点では提供できないという理由で
踏み切れないでいる．雇用を導入していないことは，
経営管理労働の独立ももたらさない．その結果，Ⅱ類
型では 2000 年代初頭以降，独自に販路を開拓できて
いない（第 5 表にある B 経営の酒造会社への販売は，
JA が仲介したものである）．Ⅱ類型は，直販を拡大し
ていく生産力構造上の必然性がないのである．

5．個別事例分析─A経営の販売戦略と直販の効果─

1）A経営の展開過程と直販実施の経緯
　第 8 表は，A 経営の展開過程を示したものである．
A 経営は，2009 年で経営耕地面積 53.7 ha，水稲作付
面積 29.9 ha，総経営面積で 118.8 ha に達する．労働

力構成は家族労働力 3 人，常雇 4 人，臨時雇 6 人であ
る．また，稲・麦・大豆の 3 年 4 作の作付体系により，
労働力の周年就業が可能になっている．雇用労働力を
導入する過程で，経営主は経営管理労働に専念するよ
うになった．年々の変動はありつつも経営費の増加に
対する労務費の増加寄与率は大きく，また付加価値額
に占める労務費の割合も，04 年の 15.9％ から 09 年の
32.7％ へ増大し，労務費負担が徐々に重荷となりつつ
ある．03 年には既に自脱型コンバインを 3 台所有し，
04 年には田植機 2 台体制に移行している．
　A 経営はもともと米を JA へ 100％ 出荷していた．
直販へ乗り出した直接の契機は，07 年産米をめぐる，
いわゆる「7,000 円ショック」（註 22）である．JA 仮
渡金が 7,000 円/60 kg にまで引き下げられたために，
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第 8表　A 経営の展開過程
（単位：ha，人，台，万円）

計算式 2003 04 05 06 07 08 09

面積規模

経営耕地
面積

計 12.9 23.6 26.6 38.1 46.0 47.6 53.7
水田 11.9 21.6 24.6 30.1 38.0 39.6 45.7

総経営
面積

計 56.0 82.0 104.0 114.0 103.0 107.5 118.8
水稲作付面積 9.0 14.0 15.0 20.0 27.0 28.5 29.9

労働力

家族労働力 2 2 2 3 3 3 3
常雇 1 2 2 2 3 4 4
臨時雇 1 2 4 4 4 4 6
うちオペレーター 2 2 3 4 4 5 5

機械体系
トラクター 5 6 6 7 7 7 7
田植機 1 2 2 2 2 2 2
自脱型コンバイン 3 3 4 4 4 4 4

収入
計 4,947 6,519 7,602 8,997 10,086 10,396
米販売額 1,010 1,346 1,047 2,371 2,271 3,035

経営費
計 3,610 4,796 5,641 5,965 6,728 7,743
労務費の増加寄与率 1.1% 45.3% 70.3% 92.8% 36.2%

付加価値額
計 ① 3,107 3,379 3,966 5,440 6,620 6,700
労務費の占める割合 15.9% 15.0% 22.4% 20.5% 27.6% 32.7%

米生産者
直販関係

確保可能取引ロット 30.5 56.1 55.7 72.4 99.0 113.4 108.0
生産者直販率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.9% 68.0% 92.6%
全量 JA 出荷と仮定した
場合との販売額の差 ② 0 0 0 153 297 425

付加価値額との比率 ② / ① 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 4.5% 6.3%

註： A 経営提供の資料，および聞き取り調査より作成．付加価値額＝役員報酬＋労務費＋地代家賃＋租税公課＋支払利息
＋基盤強化準備金．経営費は，経常利益レベルまでかかった費用から，役員報酬（妻への給与を含む）を除いたもの．
労務費からは妻に支払っている給与を除いた．労務費の増加寄与率＝労務費増加率/経営費増加率．「全量 JA 出荷と
仮定した場合との販売額との差」は，全販売量をその年の JA 価格で掛け合わせて求めた販売額を，実際の米販売額
から差し引いて求めた．



「経営が立ち行かなくなる」と考えた経営主は JA 出
荷を見直した．直販の拡大と先述した生産力構造の高
度化は並行して行われ，直販率は金額ベースで 09 年
産では 92.6％ まで急上昇した．それとほぼ同時に，A
経営は精米プラント（精米機，1.2 トン保管が可能な
低温貯蔵庫，色彩選別機）に 2,500 万円を投資した．
これは，制度資金を利用せずに全て地方銀行からの借
入金で賄われた．投資額の大きさからして，A 経営
の直販はスポット的なものとは考えられないといえる．
　米の作付品種は全てコシヒカリである．畜産農家と
稲わら・堆肥の交換を行い，10 a 当たり 700 kg 程度
堆肥を投入している．また，有機質含有の肥料を秋田
県から取り寄せて，10 a 当たり 7～8 袋/15 kg を投入
している．農薬は除草剤 1 回と空中散布 1 回に抑えて
いる．田植に関しては，地域標準が 10 a 当たり苗箱
20 箱程度なのに対して，16～18 箱程度に抑制してい
る．栽培方法にこだわりつつも，なるべく省力化を
図っていることがわかる．
2）A経営の直販の性格
(1）直販の販路と取引方法

　第 9 表および第 10 表は，A 経営の直販の販路と取
引方法を示したものである．
　これらの表から第 1 に，本格的な販路として位置づ
けられていないものとして，「市内の産直コーナー」，

「東京での直売」という宣伝用のもの，「取引先企業の
食堂」，「外食業者①」という付き合いによるものが挙
げられる．いずれも小口・高価格な販路で，精米で販
売し，こちらから配達してその場で現金決済をするも
のが多い．全体の販売に占める割合は多くない．「集
荷業者」は第 5 表の J・L 経営と同じ販売先であるが，
JA とトラブルがあった際に大豆を引き取ってくれた
縁で出荷し，出荷量は 15 トンと大きい．
　第 2 に，本格的な販路として位置づけられているも
のである．「外食業者②」は，知人 a に紹介しても
らった全国チェーンのバイヤーにより 09 年産から始
まった．まだ試験的なものだが，今後の拡大を期待し
ている．市内の「中食業者①」は知人 b からの紹介で，
従来から話はあったが断ってきたものを「7,000 円
ショック」を契機に取引を開始した．東京の「小売業
組合」は知人 c の紹介で始まった．東京の「中食業者
②」とは，もともとは別の生産者の米を A 経営の精
米機で精米していた関係から取引が開始された．08
年産は 1.5 トン程度であったが，09 年産では一気に

30 トンまで拡大した．「外食業者③」は東京を中心に
10 店舗程度展開している小規模チェーンで，06 年に
知人 d から米の保管を依頼された関係から取引を開
始した．
　JA への出荷は，直販に回さなかった米を出荷する
限界的な位置づけとなっている．大口取引先からの追
加注文は 10 トン単位であるので，JA 出荷の減少が加
速した．
(2）地域外の大口取引先への安定的供給

　A 経営の直販は近年急速に展開したこともあり，
中食・外食業者を中心としつつも，様々な性格の販路
が併存している．しかし，その中でもいくつかの特徴
が見えてくる．
　まず，地域外の大口取引先への販売が挙げられる．
中食業者②，また小規模チェーンである外食業者③と
いう 30 トン以上の取引先に，金額ベースで 55.1％ を
販売しているが，これは A 経営が 100 トン超の取引
ロットを確保できるので，そのような販路開拓が可能
になっている．大口の取引先とは毎月トン単位で取引
をし，中食・外食業者にとって重要である安定供給が
可能になっている．これらの業者はいずれも大消費地
である東京に所在しており，市内には存在しないタイ
プの業者である．
　また，大口取引先とは農繁期も含めて取引し，その
場での現金払いではなく，口座振込での後払い等の代
金回収の問題が出てくる取引方法が多くなっている．
これらは，経営主が経営管理労働に専念しているので
対応が可能となってくる．
　なお A 経営は，個別消費者への販売は考えていな
い．小口な販路への配達は手間がかかるうえ，宅急便
を利用しても個別包装等でコストがかさむと考えてい
るからである．
(3） 高価格販売の手法としての流通コストのカット
の重視

　販売価格に注目すると，取引ロットが大きい取引先
は JA 価格とさほど違いがない水準になっていること
がわかる．平均でも 15,491 円/60 kg であり，外食業
者 ③ へ の 販 売 価 格 は 14,500 円/60 kg と，JA 価 格
13,320 円/60 kg とほとんど差がない．08 年産の全農
いばらきの卸売業者への，および JA 北つくばの卸売
業者への販売価格は 14,500 円/60 kg である（註 23）．
A 経営の販売価格は 08 年産と 09 年産で違いはない
ので，単純に計算すると 08 年産の場合で，A 経営は
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（註 22）　「7,000 円ショック」については，西川（2009：p. 321～322）を参照．
（註 23）　西川（2009：p. 326）を参照．



JA 系統や卸などの既存の流通ルートを通さないこと
で差額の 1,180 円/60 kg を得ていることになる．取引
先にとっても，従来のルートではかかるはずの流通コ
スト分をカットして，安く米を仕入れることができる．
　契約内容は，A 経営の手間を省く内容のものが多い．
大口取引先は配達ではなく，引き取りに来る場合が多
い．配達しない分だけ手間が省けるので，価格を下げ
て対応している．また，精米と玄米のどちらでもでき
るが，玄米販売の場合も価格を下げている．米販売に
占める玄米の割合は販売額ベースで 55.0％ になるが，

大量に米を販売していく中で精米をする妻の負担軽減
を図るとともに，新たな雇用を導入する必要もなくな
る．中食・外食業者にとっても引き取りに行き，玄米
で仕入れることで仕入価格を引き下げることができる．
　A 経営は高価格販売を実現するに当たって，高付
加価値化という生産部面によるものではなく，出荷時
の手間を減らすこと，流通ルートを短縮することによ
る流通コストのカットという，流通部面によるものを
手法として重視しているのである．
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第 9表　A 経営の米販売先の状況（09 年産）①
（単位：トン，円/60 kg，万円）

所在地
販売量

価格
販売額

出荷形態
実数 構成比 実数 構成比

産直コーナー 市内 0.1 0.1% 24,000 5 0.2% 2 kg 袋・精米
直売 東京 0.4 0.4% 24,000 17 0.6% 5 kg 袋 /2 kg 袋・精米
寮の食堂 県内 0.8 0.7% 21,600 29 0.9% 10 kg 袋・精米
外食業者① 東京 2.4 2.0% 16,000 64 2.1% 30 kg 袋・玄米
外食業者② 全国展開 6.0 5.1% 14,320 143 4.7% 30 kg 袋・玄米
中食業者① 市内 7.5 6.4% 16,000 200 6.6% 30 kg 袋・精米
小売業組合 東京 9.6 8.2% 19,800 317 10.4% 10 kg 袋・精米
JA 北つくば 市内 9.7 8.3% 13,320 215 7.1% 30 kg・玄米
集荷業者 市内 15.0 12.8% 15,000 375 12.4% 30 kg・玄米
中食業者② 東京 30.0 25.5% 16,000 800 26.4% 30 kg 袋・精米
外食業者③ 東京 36.0 30.6% 14,500 870 28.7% 30 kg・玄米

計・平均 117.5 100.0% 15,491 3,035 100.0%

註：資料は，第 8 表と同じ．

第 10 表　A 経営の米販売先の状況（09 年産）②
（単位：トン）

取引頻度 1 回当たり 
取引量 輸送手段 代金決済方法

産直コーナー 1 カ月に 1 回  0.02 配達 現金
直売 1 カ月に 1 回  0.04 配達 現金
寮の食堂 1 カ月に 1 回 0.06～0.09 配達 1 カ月後に振込
外食業者① 不定期  0.30 配達 現金
外食業者② 09 年産は 1 回のみ  6.00 引き取り（トラック） 現金
中食業者① 1 週間に 1 回  0.24 配達 2 週間後に振込
小売業組合 1 カ月 3～4 回  0.20 配達 不定期に振込
JA 北つくば  9.70 ライスセンターに出荷 仮渡金＋精算金
集荷業者 1 年に 1 回 15.00 引き取り 1 週間後に現金
中食業者② 1 カ月に 1 回  1.50 引き取り（ワゴン車） 前金
外食業者③ 1 カ月に 1 回  6.00 引き取り（トラック） 1 週間後に振込

註：資料は，第 8 表と同じ．



3）直販の効果
　先の第 8 表では，A 経営の経営実績と，直販を実
施していないと仮定した場合の比較を行っている．そ
れによると，09 年産では実施していない場合と比べ
て販売額が 425 万円のプラスになり，そのプラス分が
付加価値額に占める割合は 6.3％ になっている．直販
は，A 経営の収益性向上になくてはならない存在に
なっていることがわかる．

6．結　　　　　論

　本稿の検討を通じて，以下の点が明らかになったと
いえよう．
　まず需要構造と直販の関係については，2000 年代
以降，業務用需要への対応が必要とされる中で，直販
を実施するためには，取引ロットの大規模化と販売価
格の抑制が求められることがわかった．本稿の事例か
らは，地域外の中食・外食業者と中心的に取引をし，
高価格販売の手法を生産部面での高付加価値化による
ものではなく，流通部面での流通コストのカットを重
視するものへと変化させている直販実施経営の姿が浮
き彫りになった．以上の動きは，1990 年代以前の直
販の動きとは明らかに異なるものといえよう．
　そのような需要構造に対応するためには，経営の生
産力構造の高度化が求められる．そして規模拡大，作
付様式，機械装備，労働力構成という生産力構造の高
度化が，直販を可能にするとともに必要とされること
が本稿の分析で明らかになった．特に規模拡大による
さらなる取引ロットの確保と，経営管理労働の独立に
よるマーケティング活動の活発化は，中食・外食業者
との取引に適したものであった．ただし，本稿で明ら
かにできたのは麦・大豆を含めて水田作経営の規模拡
大が進展する北関東の場合であり，水田単作的地域等
では別の論理が存在することは十分予想される．
　以上の結論は，大ロット取引が必要な需要構造に対
応し，またそのような対応が可能な生産力構造を持つ
大規模水田作経営は，本稿の事例からは現時点では一
握りに過ぎないということを示している．そして，そ
れに対応できない経営には，かなりの規模層にまで，
米販売を強化する単協の影響力が強まっていることも
明らかになった．本稿の結論は，直販がマクロ的に見
て停滞している事実に 1 つの示唆を与えるものといえ
よう．

［付記］本稿を執筆するに当たって，調査に協力していた
だいた現地の関係者の皆様に，この場を借りて感謝申
し上げる．なお，本稿は科学研究費補助金特別研究員

奨励費（09J06166，11J08191），および（財）日本農業
研究所　平成 20 年度人文・社会科学系若手研究者助成
事業の助成を受けた研究成果である．
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要旨：本稿の課題は，現局面における米生産者直販の展開論理を明らかにするとともに，マクロ的に見
た直販停滞についての示唆を得ることである．本稿では，米需要構造の動きと経営の生産力構造に注目
するとともに，茨城県筑西市田谷川地区の事例から課題に接近する．本稿の結論は以下のとおりである．
2000 年代以降，中食・外食需要へ対応するために，取引ロットの大規模化による流通コストのカット
と販売価格の抑制が求められた．また，生産力構造の高度化が，直販を可能にするとともに必要とされ
た．本稿の分析により，現局面では本格的に直販に取り組める水田作経営は限られてきていることが示
唆された．

キーワード：米需要構造，生産力構造，流通コストのカット，経営管理労働の独立


